
 
 

ゴールデンウィーク期間中の 

運送便減便等計画（到着分）について 

 
 
 郵便事業会社信越支社オペレーション部は、本日（4 月 23 日）「ゴールデンウィー

ク期間中の運送便減便等計画（到着分）」について地方本部に説明してきました。 
 
 標記については、ゴールデンウィーク期間中は企業等からの郵便物及びゆうパック

の差出が減少することから、他管内から信越管内への到着便の減便及び車種格下げが

実施されるものです。 
 
 期間は平成２４年４月２８日（土）から同年５月７日（月）までとしています。 
 別紙支社資料では、支社名・線路名・便名・既定車種及び実行車種、期間中の日付

等が記されており、減便及び車種変更については実行車種欄が×印、若しくは数字が

反転しています。なお、臨変の表示の便については、荷量を勘案の上、車種が決定さ

れます。 
 この案件に係わる、要員及び服務表に変更はありません。 
 
 
 
【労使対応】   情報提供 
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